
｜視点｜NPT 自体は永続するとして、その意義は保たれ続けるか？（セルジ

オ・ドゥアルテ科学と世界問題に関するパグウォッシュ会議議長、元国連軍縮

問題上級代表） 

 

【ニューヨーク IDN＝セルジオ・ドゥアルテ】 

 

核不拡散条約（NPT）は２０２０年で５０周年を迎えた。この記念の年に第１０回再検討

会議が開催される予定だったが、残念ながら新型コロナウィルスの感染拡大のために延期

になった。議長に指名されたグスタボ・スラウビネン氏は、会議を成功に導くために、こ

の遅れを利用して締約国と協議を深めようとしている。 

 

最終文書の採択は通常、会議の「成功」を示すものと見られている。しかし、NPT はその

５０年の歴史の中で見解の対立とコンセンサスの不在に悩まされてきた。２０１５年の前

回の再検討会議以来、見解の相違を埋めることができず、新たな問題も発生してきた。そ

うした問題を抱えているにもかかわらず、NPT がしばらくの間はなくなることはないだろ

う。とはいえ、軍縮に関して全体としては貧相な実績しか残せていないことから、その永

続性に疑問が付される可能性もある。 

 

資料：Ambassador Gustavo Zlauvinen, President-designate of the Tenth NPT Review 
Conference, addresses the opening of the regional meeting on November 13-14. 
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NPT採択以前の数十年に国連総会でなされた決

定の歴史を見てみれば、興味深い事実が浮かび

上がってくる。そのときの総会決議の多くがす

でに、核不拡散関連の条項とともに、核軍縮の

効果的措置の必要性を強調していたのである。 

 

１９４６年１月に採択された国連総会決議第１

号は「核エネルギーの発見によってもたらされ

た問題に対処する」委員会を創設し、その組織

に対して「原子兵器の廃絶」に向けた特定の提

案を行うことを特に課した。しかし、２つの超

大国の間の角逐と不信のために進展はもたらさ

れなかった。 

 

核兵器保有国の数の増加に対する懸念が高ま

り、アイルランドが主導した決議１６６５の採

択に至った。同決議は１９６１年に無投票で採

択されたもので、すでに核を保有している国を超えて保有国が増えることを予防するため

の協議を呼びかけていたが、軍縮には言及していなかった。 

 

１９６５年、国連総会は決議２０２８（XX）を賛成９３で採択した。核保有国であるフラ

ンスを含む５カ国が棄権した。その当時のその他全ての核保有国は賛成し、反対票はなか

った。決議は、「１８カ国軍縮委員会」（ENDC）に対して、核兵器の拡散を予防する条約

を緊急に協議し、その条約が基盤とする原則を提示するよう求めた。 

 

そこで提示された主要な原則は、核兵器国も非核兵器国も、直接的にも間接的に核兵器を

拡散させてはならないこと、核兵器国と非核兵器国との間で容認できる責任と義務のバラ

ンスを打ち立てること、一般的かつ完全な軍縮、とくに核軍縮に向けた措置を採るべきこ

とであった。 

 

ENDC の２人の共同議長が別々に草案を出し、のちに共同草案となった。１９６８年３月、

共同議長は、委員会の作業を通じて出された提案を盛り込んだ新たな条約草案を提示した。

しかし、その草案はコンセンサスを得られなかった。 

 

ENDC を構成した一部の非核兵器国が、草案は核兵器国と非核兵器国との間の適切な権利

と義務のバランスに欠いており、より強力で法的拘束力のある軍縮義務を盛り込む必要が

UN Secretariate Building 

資料： Katsuhiro Asagiri, INPS Japan 
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あると考えた。 

 

それに対応して、共同議長はのちに

NPT 第６条となる条文を提案した。一

部のメンバー国はまた、原子力の平和利

用を追求しようとの自らの取り組みを著

しく損なうその他の条項があることを問

題視し、いくつかの修正案が提示され

た。しかし、それ以上の変更は草案には

加えられず、共同議長は「委員会に代わ

って」草案を国連総会に送り、コンセン

サスを得ていない報告書を付帯すること

とした。 

 

予想通り、総会でも草案に対するコンセンサスは得られなかった。結局、賛成９５によっ

て決議２３７３（XXIII）が採択された。相当数の国が棄権（２１カ国）あるいは反対（４

カ国）した。この結果は、国際条約を通じて核拡散を予防する必要性に対してはかなりの

支持があるにもかかわらず、提案された NPT の一部の重要な側面に関しては意見の対立

が深かったことを示している。 

 

しかし、徐々に、国際社会の圧倒的多数が、欠陥があったとしても条約を批准することの

方が利益になると考えるようになった。NPT が現在の加盟国数に達するまでに３０年かか

った。全世界の国の加入まであと４カ国である。その４つの非加盟国のすべてが核能力を

開発し、自らの核戦力を取得している。現在の９つの核保有国は、法的拘束力があり、独

立機関による検証を受け、時限を定めた軍縮の義務を引き受ける意志を持っていないよう

だ。 

 

核不拡散条約は、今日までのところ、軍備管理分野において最も加盟国の多い条約である。

しかし、より強力で信頼に足る軍縮の公約がない限り、NPT の信頼性に対する疑問が投げ

かけられ、不満がはっきりと示される原因ともなる。 

 

締約国の中の非核兵器国は、条約の欠陥を指摘し、より強力で、法的拘束力があり、時限

を設けた軍縮の公約を求めてきた。条約第９条３項で「核兵器国」と認められた５カ国は、

自国の核戦力を維持し近代化することが安全保障のために必要であると主張しつづけ、自

らが望む限り核兵器を保持し自由に使用する権利を与えたものとして NPT を見ているか

のようだ。 

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 

signed 20 September 2017 by 50 United Nations 

member states. 資料：UN Photo / Paulo Filgueiras 



 

現在の９つの核保有国は、核軍縮の要求に首尾一貫して抵抗してきた。NPT 成立から５０

年、その軍縮の公約は果たされないままだ。 

 

核兵器の使用がもたらす人道的側面への懸念は、２０１３年から１４年にかけて開催され

た政府関係者と専門家による３回の会議につながった。これらの会議での知見に、多国間

の審議・交渉機関におけるゆきづまりへの不満が合わさって、「軍縮協議を前進させる」

作業部会の創設につながり、２０１７年には国連で核兵器禁止条約（TPNW）が採択され

た。TPNW は２０２１年１月２２日に発効し、２０２２年３月にはウィーンで第１回締約

国会合が開かれることになっている。 

 

TPNW に対しては核兵器国から激しい反対があった。にもかかわらず、来たる NPT 再検

討会議においては、核軍縮に向けた進展がそもそもあるのか、それがどの程度かといった

議論を避けることは不可能だろう。一部の反対国による極端な立場は別としても、TPNW

は、「核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な措置について誠実に交

渉を行う」との締約国の責務を規定した NPT 第６条と分かちがたく結びついている。１

２２の非核保有国が２０１７年、核兵器を禁止する条約を交渉する会議を招集するための

国連総会決議71/258に賛成することによって、そのことを成したのである。したがって、

TPNW を NPT から切り離そうとしても、無益なことだ。すべての NPT 加盟国が、２つ

の条約が収斂していることをよく認識し、着目することだろう。 

 

最終文書へのコンセンサスが得られないことは、NPT 再検討会議ではよくあることだ。こ

れまでの９回の会議のうち５回で最終文書の合意ができず、一部の会議では単に異なった

見解を記録するだけの文書であったこともあった。１９９５年、２０００年、２０１０年

に重要な概念的成果があったことも事実だ。しかし、１９９５年に、（条約の無期限延長

と引き換えに）中東に関して、そして再検討プロセスについてなされた重大な公約は、ま

だ目に見える成果を生んでいない。２０００年に合意された「１３項目の措置」にしても

同様である。また、２０１０年再検討会議の最終文書に盛り込まれた勧告の長いリストに

ついても同じだ。核兵器廃絶のための具体的措置につながるすべての努力が、実際のとこ

ろ危機に瀕している。 

 

来たる NPT 再検討会議では多くの厳しい問題を扱うことになる。その中には、NPT の成

立以前から存在した問題もある。その他の問題は、最近の変化や、世界の様々な地域にお

ける安全保障環境での緊張の再燃を背景としている。それらの問題の全てが、今回の会議

が開かれる岐路を形作ることになる。 

 



非核兵器国の間に不満がたまり

堪忍袋の緒が切れかかっている

にも関わらず、NPT が５０年間

も存続してきたことは注目に値

する。拡散の抑制の点では完全

に成功してきたとは言えない

（核戦力は増強され、４つの核

保有国が増えた）が、NPT は核

兵器のさらなる拡散を予防する

上で重要な役割を担ってきた。 

 

しかし、この半世紀のNPTの残

してきたものを冷静に判断して

みるならば、その最大の失敗は、核軍縮の効果的な措置を実現できず、締約国の圧倒的多

数の正当な期待に応えられなかった点にあろう。 

 

米ロの核戦力の削減、あるいは、両国間の対話の再開のような、この線に沿ったいくつか

の望ましい兆候が出てきているが、既存の核戦力を「近代化」しようとする熱心な動きに

よって台無しになっている。安全保障環境に関する高まる不安を打ち消すのにも、まった

く十分ではない。人類はかつてないほど核の大惨事に近づいているかのようだ。 

 

NPT 加盟国は、NPT の軸は核軍縮の約束と引き換えに核保有オプションを放棄する点に

あったことをあらためて思い起こすべきだ。この基本的な約束が果たされない限り、NPT

の信頼性と永続性には疑問符が付されることになろう。第１０回締約国会議は、NPT への

信頼性が強化されるのか、それともさらに損なわれることになるのかを物語るものになる

だろう。（11.27.2021) INPS Japan/ IDN-InDepth News 

 

資料：Sergio Duarte 


